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特許権に基づく損害賠償請求事件
（角栓除去用液状クレンジング剤－従来技術の問題点を踏まえて本件発明の
課題を認定し、サポート要件違反の無効の抗弁の成立を認めた事例）［上］（全２回）

−令和２年（ワ）第22071号、令和４年２月18日判決言渡−

事案の概要
本件は、発明の名称を「角栓除去用液状クレンジング剤」とする特許第6271790号（本件特許）に係る
特許権の特許権者である原告が、被告に対し、被告製品が本件発明の技術的範囲に属し、被告による被
告製品の製造、販売等が本件発明の実施に当たるとして、損害賠償等の支払を求める事案である。
争点は、（１）被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか（争点１）、（２）無効の抗弁（新規性欠如、
進歩性欠如、及びサポート要件違反）の成否（争点２）、（３）権利濫用の抗弁の成否（争点３）、及び（４）
損害の発生及びその額（争点４）である。
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